
   

報告事項（７）：要綱改正に伴う令和７年度幹線補助の変更申請について 

 

１.要綱改正 

　　　令和６年６月１４日付け国庫幹線系統補助要綱の改正において、運行事業者が運賃改定を行

った年度の補助対象経費等について、運賃改定分の見直しを行うこととなった。  

 

２.要綱改正の主旨 

　　　ブロック単価によるカット措置を受けている運行事業者への支援強化として導入したもの。 

 

３．要綱改正に伴う影響 

令和５年度に名鉄バス㈱が運賃改定申請（令和５年９月１３日）を行っているため、名鉄バス

が運行している国庫幹線系統（運賃改定を実施していないコミバス路線等も含む）について、

令和７年度幹線補助の変更申請が必要となります。 

 

４.ミニバス幹線補助申請のための手続き 

ミニバス２・３・４コースが幹線系統に該当します。 

要綱改正適用による計画額の変更は発生しませんが、補助金を受けるための提出書類であ

る表２及び様式１-５の様式変更並びに一部数値に変更が生じたため、令和６年９月９日付けで

国へ変更申請手続きを行いました。 

 

（計画額に影響が出ない理由） 

名鉄バス㈱が運行しているコミバス事業の令和

7年度幹線系統については、経常費用から経常

収益を差し引いた欠損額よりも経常費用の 

20分の9相当額が計画額の基礎となっているた

め、要綱改正適用による計画額の変更は発生し

ません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年９月９日付 

地域公共交通計画変更届出書 
（知立市総合公共交通会議名で提出）
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【　余　白　】


